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第12回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 平成３０年５月２５日（金）午後１時３０分から午後２時３４分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２３名 

会    長 12番 村山 隆義 

   会長職務代理 21番 樋口 富行 

１番 小林 幹司 ７番 若井 君男 14番 水品 直子 20番 古髙  悟 

２番 丸山 和之 ８番 北村 公太郎 15番 村山 幸夫 22番 島田 勝広 

３番 田中 茂夫 ９番 長津 俊男 16番 相澤 成一 23番 中島 勝志 

４番 菅井 太一 10番 須藤 英雄 17番 水品 正幸 24番 富井 公一 

５番 柳   茂 
 

18番 村山 太郎  

６番 庭野 喜由 13番 近藤 正男 19番 上原 貞俊  

欠席委員 11番 佐藤 三代治 

   

②推進委員（招集委員 １４名） 

 10番 小島 一夫 23番 富井 善一 
 

５番 小川 正直 
 

27番 廣田 幸男 33番 江口 隆雄 

 20番 水品 成良 29番 佐藤 達次郎  

８番 大津 貴夫 
 

30番 宮原 大樹 
 

欠席委員 ３番 長津 高吉、６番 宮内 隆和、12番 佐野 幸男 

21番 村山 進一、31番 髙橋 清一 

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 農地法第１８条６項の規定による通知について (8件) 

報告第２号 農地転用事実確認願いについて (6件) 

報告第３号 農地利用配分計画について (新潟県農林公社 1件) 

    

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（8件） 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について（1件） 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について (11件) 
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日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第４号 十日町市農用地利用集積計画について 

・利用権設定、所有権移転（31件） 

 

日程第５ 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

   議案第５号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

 

その他 

 

５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  桒原  茂 川 西事務所 臨時職員  星名 桃子 

本    局 次  長  富井  悟 松 代事務所 係  長  柳  高浩 

本    局 係  長  上村  大 松 代事務所 臨時職員  宮澤真奈美 

本    局 臨時職員  恩田 栄子 松之山事務所 係  長  樋口 利一 

十日町事務所 主  任  宮澤 国彦 松之山事務所 臨時職員  福原 洋子 

 

６．会議の内容 

   別紙の通り 
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７．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第12回農業委員会総会を開催いたします。 

     本日の出席状況ですが、11番委員から欠席の届けが出されておりますので、

24名中１名欠席でございます。在任委員の過半数が出席でありますので、第12

回総会が成立することを宣言いたします。 

     次に、日程第１の議事録署名委員の選出でございますが、議長に一任願えれ

ば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでご承認いただきまして、ありがとうございます。 

     それでは、指名させていただきます。第12回総会議事録署名委員は、22番委

員と23番委員のご両名からお願いいたします。 

     あわせて、記録は事務局に一任願えれば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということで、ではそのように進めさせていただきます。 

     それでは、議案に入ります。日程第２、農地法等の規定に基づく報告につい

てでございます。報告事項は第１号から第３号までございますが、全ての報告

が終わった後にご質問、ご意見等をいただくということで進めさせていただき

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 ありがとうございます。 

     それでは、事務局より報告お願いします。 

     【報告第１号～第３号説明】 

村山議長 ただいま事務局より第１号から第３号までの報告につきまして、ご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特になしということでございますので、次に進めさせていただきます。 

     続きまして、日程第３、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に

ついて」、８件の申請が出されております。この内容についてご審議をお願い

いたします。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  議案１ページの議案第１号をごらんください。今月の農地法第３条の許可申

請は８件です。それでは、本会議の農地法第３条の許可申請ですが、農地法第
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３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。 

     【議案第１号、２８番朗読】 

村山議長 では、28番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  両者に電話で確認しました。記載のとおり間違いありません。よろしくお願

いします。 

村山議長 では、ただいまの案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意

見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では29番、説明願います。 

     【議案第１号、２９番朗読】 

村山議長 では、29番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１５番  両者に確認をとりました。記載のとおり間違いありませんでした。譲り渡し

人の○○さんは高齢になられて、今までも今渡す△△さんのほうに農作業を委

託したりしていたのですけれども、今回とにかく高齢で体も動かないので、何

とか作ってさえいただければ、ただでもいいというようなことでありました。

よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございま

せんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では次に、30番説明願います。 

     【議案第１号、３０番朗読】 

村山議長 では、30番につきまして、担当委員説明願います。 

２３番  両者に確認してまいりました。○○さんは高齢で、長岡に住んでいるという

ことで、親戚関係にあります△△さんのほうに贈与したいということでした。

あとは記載どおり間違いなかったです。よろしくお願いします。 

村山議長 では、この30番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご

意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では31番、説明願います。 

     【議案第１号、３１番朗読】 

村山議長 では、31番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  両者に確認してきました。記載のとおり間違いありません。○○さんの畑と
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つながっている場所での所有権移転でした。以上よろしくお願いします。 

村山議長 では、31番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では32番説明願います。 

     【議案第１号、３２番朗読】 

村山議長 では、32番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

１０番  渡し人の○○さんには面談にて確認してまいりました。△△さんには電話し

たんですが、出られなかったので、村山会長からちょっとかわって確認させて

いただきました。畑を所有権移転で買い求めて、そのまま畑で利用するという

ことでございました。以上です。よろしくお願いします。 

村山議長 この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では33番説明願います。 

     【議案第１号、３３番朗読】 

村山議長 では、33番につきまして、担当委員説明願います。 

１０番  両者に電話で確認してまいりました。場所は、中条の島地内の矢放神社とい

う神社があるんですけども、それの十日町寄りに入ったちょっとした畑でござ

いました。対価のほうもこの値段で間違いないということでございました。以

上です。よろしくお願いします。 

村山議長 では、33番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では34番説明願います。 

     【議案第１号、３４番朗読】 

村山議長 では、34番につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  両者に行き会いまして確認してきました。記載のとおり間違いがございませ

んでした。譲り渡し人の○○さんは耕作放棄をしたような感じで、荒れ地を

△△さんが今度は求めて耕作するということでございました。よろしくお願い

いたします。 

村山議長 34番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問

ございませんでしょうか。 
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     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では35番説明願います。 

     【議案第１号、３５番朗読】 

村山議長 では、35番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ５番  受け人のほうが十数年前より借りて耕作したそうでございます。渡し人はも

う農業できないということで買ってもらえないかということで話があり、今回

に至っております。価格については６万円でございます。以上でございます。 

村山議長 35番につきましてただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質

問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、それでは議案第１号「農地法第３条の規定による許

可申請について」、８件の審議が終わりましたが、改めてお諮りいたします。 

     ８件につきまして許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということで、許可相当ということで進めさせていただきたいと思

います。 

     続きまして、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請について」、

１件の申請が出ておりますので、この内容についてご審議をお願いいたしたい

と思います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  それでは、議案４ページの議案第２号をごらんください。今月の農地法第４

条の許可申請は１件です。 

     【議案第２号、５番朗読後、説明】 

村山議長 では、この５番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ９番  11日に事務局と一緒に現地を確認してきました。後、本人に行き会いまして

話を聞きました。記載のとおり間違いございませんので、よろしくお願いいた

します。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、この件につきましてご意見、ご

質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では「農地法第４条の規定による許
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可申請について」改めてお諮りいたします。この１件について許可することに

決定いたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということで、そのように進めさせていただきます。 

     続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請について」、

11件の申請が出ております。この内容についてご審議をお願いいたしたいと思

います。 

     では、事務局説明願います。 

事務局  議案５ページの議案第３号をごらんください。今月の農地法第５条の許可申

請は11件です。 

     【議案第３号、２５番、２６番朗読後、説明】 

村山議長 では、25番、26番の案件につきまして、担当委員より説明お願いします。 

２４番  ５月18日、事務局と一緒に現地を確認しました。その後、○○さん、譲り渡

し人の△△さん、□□さんに、電話で確認しました。記載内容に間違いありま

せんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 では、ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ございま

せんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では27番説明願います。 

     【議案第３号、２７番朗読後、説明】 

村山議長 では、27番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

２０番  15日に事務局長と現地確認に行ってきました。場所は、平成26年に洪水が起

きまして護岸が崩壊した場所でした。それを復旧するという工事のためにここ

の現場を使いたいということでした。その後電話確認両者にしたところ記載の

とおり間違いありませんでした。よろしくお願いします。 

村山議長 では、27番の案件につきまして、担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では28番説明願います。 

     【議案第３号、２８番朗読後、説明】 

村山議長 では、この案件は12番の私の担当ですので、説明します。場所については、

稲荷町４丁目の東北電力の変電所のすぐ裏のところで、その奥には東北電力の
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寮があるところでございます。今回○○さんが住宅建築ということで記載のと

おり間違いないということで確認しました。 

     この案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では続きまして、29番説明願います。 

     【議案第３号、２９番朗読後、説明】 

村山議長 では、29番につきまして、担当委員説明願います。 

 ６番  ５月11日に十日町事務所担当者と現地確認をしてまいりました。その後両者

に電話で確認をしたわけでございますけれども、記載内容には間違いないとい

うことですので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、29番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問等ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では30番説明願います。 

     【議案第３号、３０番朗読後、説明】 

村山議長 では、30番の案件につきましても、12番の私の担当ですので、説明させてい

ただきます。この場所については、先ほどの案件のところのすぐ近所で、東北

電力の変電所のところから少し入って、先ほどの場所の南側に直線距離にして

20ｍ位のところになります。○○さん、譲り渡し人の兄が１人でお住まいだっ

たところが１月に急死なされまして、○○さんが相続でこの場所を受け、△△

さんにこの住宅等、近隣のもの一括して所有権を移転するという案件でござい

ます。実は話をしたときに、借り受ける予定の方がちょっと重機で表土を剥い

だりしたというような状況で、現地確認の際にこれはもうちょっと事前着手だ

ということで、借りる予定の方と△△さんとお二方から始末書をいただいてい

るという中で今回の案件になっております。 

     では、この案件につきましてご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 なしということで、では31番説明願います。 

     【議案第３号、３１番朗読後、説明】 

村山議長 では、31番につきまして、担当委員説明願います。 

１０番  先般５月15日に十日町事務所の担当者と２人で現地を確認し、その後両者に

は電話にて確認してまいりました。場所につきましては、○○君の自宅の西側
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になります。あと記載内容に問題はございませんでしたので、よろしくお願い

いたします。以上です。 

村山議長 では、31番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では32番説明願います。 

     【議案第３号、３２番朗読後、説明】 

村山議長 では、32番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ８番  ５月17日に川西事務所の担当者と現地を確認してきました。○○さんの家が

県道沿いにありまして、その裏が畑になっていまして、そこを住宅にするとい

うことでした。以上、あと記載のとおり間違いありません。よろしくお願いし

ます。 

村山議長 では、32番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では33番説明願います。 

     【議案第３号、３３番朗読後、説明】 

村山議長 では、33番の案件につきまして、担当委員説明願います。 

 ７番  ５月11日、松代支所の担当者と現地を確認いたしました。その後両者に電話

して確認しました。○○さんが家屋ごと買うもので、その家のそばの畑ですが、

既にほんの少し砂利敷いて駐車場みたいになっていますし、既に宅地並み課税

も受けているそうですので、始末書も提出されていますので、よろしくお願い

いたします。 

村山議長 では、33番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということですので、では34番説明願います。 

     【議案第３号、３４番朗読後、説明】 

村山議長 では、34番につきまして、担当委員より説明をお願いします。 

１０番  先般５月15日に十日町事務所の担当者と２人で現地を確認してまいりまし

た。その後○○さんには面談にて確認し、△△さんは電話にて確認してまいり

ました。場所は、○○さんの自宅の真裏でございます。国道の歩道の拡張工事

が入るということでこういう案件になったそうです。以上です。よろしくお願
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いします。 

村山議長 では、34番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では35番説明願います。 

     【議案第３号、３５番朗読後、説明】 

村山議長 では、35番の案件につきまして、担当委員より説明願います。 

 ５番  ５月17日に十日町事務所担当の担当者と現場確認しました。現地確認時、工

事者の○○さんがいましたので、いろいろ話を聞きました。これは、中山間地

総合防災事業の水路改修に伴う工事であります。今5,900㎡借りて、そこで作

業スペース、資材置き場、工事用道路等を造って１年間お借りするということ

であります。なお、受け人の△△さんにも確認しましたが、間違いないという

ことでありました。以上です。 

村山議長 では、35番につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問

ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、それでは議案第３号「農地法第５条

の規定による許可申請について」、11件の審議が終わりましたが、改めてお諮

りいたします。 

     11件について許可することに決定いたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、日程第４、議案第４号 農業経営基盤強化促進法第18条１項の

規定による「十日町市農用地利用集積計画について」でございます。新規設定、

再設定、そして所有権移転を含めて31件が出されております。利用集積計画に

つきましては、所有権移転４件を含む新規設定16件と賃借権の移転が２件、そ

して借り手変更３件を含む再設定13件、計31件についてご審議いただきます。

なお、これにつきましては、事務局の読み上げを行わず、順次今回からは担当

の推進委員さんになりますが、担当委員さんから確認報告をお願いし、最後に

一括してご意見、ご質問等をお受けし、進めたいと思いますので、ご承知おき

いただきたいと思います。 
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     では、概要につきまして事務局より説明願います。 

事務局  それでは、議案８ページの議案第４号をごらんください。今月の農用地利用

集積計画についての案件は、新規の利用権設定が12件、所有権移転が４件、賃

借権の移転が２件、利用権の再設定が13件で、合計が31件でした。以上の計画

要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の各要件を満たしている

と考えます。以上です。 

村山議長 では、概要につきまして今事務局より説明ございましたので、では582番か

ら順次担当の委員さんより報告いただきたいと思います。 

     では、582番。 

 ８番  21番推進委員欠席のため、かわりに報告します。５月22日に電話で21番推進

委員より○○さんに間違いないことを確認したと連絡がありました。あと記載

のとおり間違いありません。よろしくお願いします。 

村山議長 次、584番。 

(推)２９番 584番の案件につきまして、所有者の○○さん宅に電話で確認しましたと

ころ、内容に間違いありませんでしたので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、585番。 

(推)２０番 ２人とも確認したんですけども、記載のとおり間違いないことを報告しま

す。以上です。 

村山議長 次に、588番。 

９番  12番推進委員欠席なので私の方で報告になりますが、少し確認事項がありま

すので一旦保留でお願いします。 

村山議長 では、確認お願いします。この案件は保留ということで、後で説明お願いし

ます。 

    では次に、590番。 

８番 これも21番推進委員欠席のため、かわりに報告します。５月22日に○○さんか

ら間違いないことを確認したとの連絡がありました。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、592番。 

 ９番  ３番推進委員欠席ということで、自分のほうに報告に来ました。記載のとお

り間違ないですよということで聞いております。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、595番。 

(推)８番 両者に電話にて確認しました。記載のとおり間違いありませんので、よろし

くお願いいたします。 
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村山議長 次に、596番、597番。 

(推)１０番 596番、597番、２件に関して、貸し方のご両方は○○氏の集落出身で、あ

いている土地を有効利用というようなことで、○○さんは畑作一生懸命ですの

で、円満に契約したようでございます。一方とちょっと連絡がとれない状態で

したけれども、○○さん本人は大丈夫だと言っております。△△さんは、某土

建屋の常務さんで、ちょっと畑はやっていられないというようなことで、○○

さんにお貸ししておるようです。 

村山議長 では、次に602番お願いします。 

(推)２０番 ○○さんというのは、△△さんの息子さんでありまして、□□さんと△△

さんが賃借権の契約結んでいたんですけれども、解約して○○さんが新規就農

して農業始めることになったので、○○さんとの今度契約ということになりま

した。以上です。 

村山議長 次に、603番。 

(推)３０番 両者で電話確認しましたところ、記載内容に相違ございません。よろしく

お願いします。 

村山議長 次、604番。 

１０番  ６番推進委員欠席で代わりに報告します。○○さんには確認しています。 

村山議長 次に、605番。 

(推)３３番 ○○さんには電話で確認いたしましたし、松之山支所のほうに行きまして

お話を伺いました。記載事項に相違はありませんでした。以上です。 

村山議長 次に、607番、608番。 

(推)２７番 ３者に電話して確認いたしたところ、内容に間違いありませんでした。よ

ろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、609番。 

(推)２３番 出し手、受け手両人と現地を確認いたしました。場所は、取りつけ道路、

水路、杉林で囲まれて日照不足等で非常に立地条件が悪い場所でした。隣接す

る○○さんが仕方なく買ったという経緯でした。記載事項に間違いがないこと

を確認しました。以上です。 

村山議長 次に、600番、601番。 

(推)２０番 先ほどもあった案件と同じことなんですけども、親子関係でまた貸し手、

借り手の変更ということになります。 

村山議長 次に、587番。 
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(推)５番 両者に自宅でもって確認をさせていただきました。記載のとおり間違いあり

ません。ただ、この契約は１年なんですが、○○さんがいろんなところにお願

いに回ったんですが、生産組合のほうからも断られ、やってくれる方がいなく

て、最後の最後、△△さんにお願いに行ったら渋々受けたと。ただし、１年間

ですよと、来年のことはわかりませんというようなことをおっしゃっておりま

した。以上です。 

村山議長 次に、610番。 

１５番  31番推進委員のかわりに報告します。両者に確認してまいりました。記載の

とおり間違いありませんでしたので、よろしくお願いします。借り手のほうは、

松代という住所になっておりますけれども、松之山の東山に実家がございまし

て、そちらのほうで多少田んぼをやっていますので、そちらのほうと一緒にや

るということで、今年で勤めをやめられたそうで、何か時間があるので、少し

田んぼを増やしたいとのことでした。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、612番。 

(推)２３番 関連議案が１号議案で78番の合意解約がありましたが、そのとき受け手の

○○さんが腰を痛めて耕作できなくなって、△△さんに耕作をお願いすること

になりました。５月19日電話で確認いたしました。記載のとおり間違いがない

ことを確認しました。以上です。 

村山議長 では、先ほど再度確認をお願いした588番について報告願います。 

 ５番  12番推進委員に確認しましたら、記載のとおり間違いないということでした

ので、よろしくお願いします。 

村山議長 では、ここまでで一応借り手変更等を含めまして委員さんから確認の報告を

いただいたわけですが、全体の中でご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

１７番  605番、貸し手が十日町市の地域振興課になっていますが、内容はどんなこ

とになっているんでしょうか、教えてください。 

事務局  樋口係長、内容のほうちょっと説明お願いしたいんですが。 

樋口松之山事務所係長 場所は、松之山黒倉にありますエデンの花畑の場所でありまし

て、当時ハーブ園という形で条例設置した中で県の土地と市の土地で年に１回

ぐらいの利用していたハーブ畑があると。そこを所管としては管理するという

ことで松之山支所地域振興課という管理条例になっているということでござ

います。 

村山議長 場所はエデンの花畑というハーブ畑だそうですが、よろしいでしょうか。要
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するにこの方が今後そこを借りて管理するということでよろしいんでしょう

かね。 

樋口松之山事務所係長 花畑、ハーブ園にするということで、農地利用ということで強

化法の許可を得てから財政と借地契約をするという順番になります。 

事務局  この方は、新規就農者の方です。 

樋口松之山事務所係長 そうですね、既に1,100㎡くらいやってはいるんですけども、

さらにまた花畑を広げるという方です。 

村山議長 よろしいでしょうか。ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。 

     （発言なし） 

村山議長 もしないようでございましたら、この計画に基づきまして利用権の設定及び

所有権移転も含めて進めるよう市に回答いたしたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように回答させていただきます。 

     次に、日程第５、農用地利用配分計画（案）に対する意見についてでござい

ます。 

     事務局より説明願います。 

事務局  議案の16ページの議案第５号をごらんください。議案の左側は農林課からの

平成30年５月11日付十農林第291号、農用地利用配分計画（案）の意見聴取に

ついての記載と、右側にはそれに対する農業委員会の意見案を記載しておりま

す。また、17ページは、農用地利用配分計画（案）となっております。先ほど

議案第４号の農用地利用集積計画についてご審議をいただいた中に、農地中間

管理機構経由で貸したいものが４件ありました。以上４件の借受者の一覧が農

用地利用配分計画（案）に記載されております。左から２列目に強化法ナンバ

ーとありますとおり、こちらの番号が議案書の農用地利用集積計画の受け付け

番号で、その右側へ順に土地の所有者、借受者の住所、借受者の氏名、応募者

リストナンバーを表示、一番右側には口座振り込み日を表示しております。農

用地利用配分計画（案）に対する意見については、土地の効率的かつ総合的な

利用を図る観点から、異議ないものと認めますとして、農林課に送付したいと

思います。ご審議をお願いします。 

村山議長 では、この利用配分計画（案）につきまして今説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 
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     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、改めてお諮りいたしますが、異議な

しで回答いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 では、全員異議なしということでございますので、そのように回答させてい

ただきます。 

     続きまして、その他として、この機会に皆さんから情報提供なり、ご意見等

ございましたら頂戴したいと思いますが、関係機関等で情報提供等もございま

したらいかがでしょう。ございませんでしょうか。 

     （発言なし） 

村山議長 特にないようでございますので、これをもちまして第12回総会を終了させて

いただきたいと思います。 

     ご協力ありがとうございました。 

    

 


